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（仮称）公私連携幼保連携型認定こども園一色こども園 （以下「公私連携一色こど

も園」という。）の管理 ・運営条件は以下のとおりとする。就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「認

定こども園法」という。）第３４条第１項の規定により瑞浪市 （以下「本市」という。）

から指定を受けた公私連携法人（以下「指定法人」という。）は、関係法令等を遵守

し、適正な運営を図るとともに、本市のほか、関係機関の指示・指導内容に加え、次

の条件を遵守しなければならない。 

 

 

１．指定法人が実施する業務 

（１）公私連携一色こども園の管理・運営 

（２）認定こども園法第９条に規定する教育及び保育の目標を達成する業務 

（３）児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の９に規定する子育て支援

事業 

（４）延長保育事業の実施について（令和６年４月１日こ成保第２２５号こども家庭

庁成育局長通知）に規定する延長保育事業 

（５）その他、本市又は指定法人が提案し、協議のうえ本市が認めた事業 

 

２．運営等の基本条件 

（１）公私連携一色こども園の運営等を行う事業者は、私立学校法（昭和２４年法律

第２７０号）第３条に規定する学校法人又は社会福祉法（昭和２６年法律第４５

号）第２２条に規定する社会福祉法人とし、認定こども園法第３４条第２項の規

定により、本市と協定を締結し、同条第１項の規定による公私連携法人の指定を

受けること。 

（２）協定の締結後、認定こども園法第３４条第３項の規定により本市を経由し岐阜

県知事に届出を行うこと。 

（３）当初の協定期間は、令和１０年４月１日から令和２０年３月３１日までとする。

協定期間満了後については、指定法人により適切な運営が行われたと本市が認め

る場合は、双方協議の上、協定を新たに締結することができるものとする。 

（４）指定法人は、認定こども園法、岐阜県幼保連携型認定こども園の学級の編制、

職員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年岐阜県条例第６３号。

以下、「県条例」という。）、瑞浪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第３０号。以下、「市条例」

という。）、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成２９年内閣府・文部

科学省・厚生労働省告示第１号）、岐阜県こども計画（令和７年３月策定）、瑞



2 

浪市こども計画（令和７年３月策定）その他関係法令（以下、「法令等」という。）

及び本市と締結する協定を遵守し、岐阜県及び本市の指導に従うこと。 

（５）指定法人自らが運営主体となり、公私連携一色こども園を運営すること。 

（６）指定法人は、公私連携一色こども園の管理・運営に係る業務を一括して委託し

てはならない。 

（７）公私連携一色こども園の新たな名称は、公益性と中立性を考慮した名称とし、

地域住民や保護者の意見を踏まえた上で、指定法人が提案し、本市と協議の上決

定するものとする。 

（８）指定法人は、支障なく開園するため、本市と十分な協議を行い、必要な人材の

確保と運営資金等の必要な準備を整えなければならない。 

（９）覚書締結後、公私連携一色こども園の運営について協議するため、保護者、指

定法人、本市の三者で構成する三者協議会を設置すること。なお、三者協議会の

開催に関する事項は「１１．移行準備に関すること」に定める。 

 

３．民営化する施設の概要 

（１）施設種別 「公私連携幼保連携型認定こども園」 

認定こども園法第３４条に規定する幼保連携型認定こども園の運営方法の一つ

であり、公が整備する施設における民設民営でありつつも、市町村と指定法人が

協定を締結し、市町村の関与を明確にすることで、公私連携幼保連携型認定こど

も園において提供すべき保育・教育・子育て支援事業の内容について確実に担保

するもの。 

 

（２）開園予定年月日  令和１０年４月１日 

 

（３）施設の概要 

園 名 幼保連携型認定こども園 一色こども園 

所  在  地 瑞浪市寺河戸町１９０番地の１ 

敷 地 面 積 ５，８３８．１２㎡（うち、駐車場部分１，０７９㎡） 

登 記 地 目 園舎敷地：宅地、駐車場：雑種地 

区 域 区 分 非線引き都市計画区域内 

用 途 地 域 第一種住居地域（容積率２００％・建ぺい率６０％） 

園

舎 

建 築 年 １９７８年（昭和５３年） ＊平成２８年度大規模改修済 

構 造 鉄筋コンクリート２階建 

延床面積 １，００４．７１㎡ 

所  有  者 土地・園舎とも瑞浪市 
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（４）定員 

   幼保連携型認定こども園一色こども園（以下「現施設」という。）の利用定員

を参考としながら、指定法人が提案し、本市と協議の上、設定すること。設定に

あたっては、在園児の進級が可能となるよう考慮すること。 

  （※保＝保育部（２号・３号認定）、教＝教育部（１号認定）） 

現行の 

利用定員 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

保 保 保 保 教 保 教 保 教 保 教 

6 12 18 20 6 20 6 20 6 96 18 

6 12 18 26 26 26 114 

 （単位：人） 
 

【参考】認可定員 

認可定員 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

保 保 保 保 教 保 教 保 教 保 教 

6 15 21 20 6 20 6 20 6 102 18 

6 15 21 26 26 26 120 

（単位：人） 
 

【参考】利用実績（各年度３月１日現在） 

 
０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

保 保 保 保 教 保 教 保 教 保 教 計 

令和３年度 4 14 12 19 9 24 5 20 7 93 21 114 

令和４年度 2 15 15 17 9 23 5 24 4 96 18 114 

令和５年度 5 10 16 17 7 19 6 21 7 88 20 108 

令和６年度 6 9 14 13 12 19 4 18 8 79 24 103 

令和７年度 6 8 13 18 6 19 7 18 5 82 18 100 

（単位：人） 
 

（５）受入れを開始する月齢は、現施設と同様に生後８か月からとする。ただし、指

定法人から提案があった場合は、本市と協議の上、受入れを開始する月齢を生後

５７日から生後８か月の範囲内で設定できるものとする。 

（６）令和１０年３月３１日時点における現施設在園児のうち、保護者の希望による

転園希望者及び医療的ケア児を除く全員を公私連携一色こども園に引き継ぐもの

とし、令和１０年４月１日以降も継続して公私連携一色こども園で保育・教育を

受けることができるよう定員設定及び体制構築を行うこと。 
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（７）公私連携一色こども園の開園時間は、午前７時３０分から午後７時３０分まで

を基本とし、本市と協議の上、地域の実情に応じて設定すること。 

（８）公私連携一色こども園の閉園日は、次を基本とする。ただし、本市と協議の上、

閉園日を変更又は設定しないことができる。 

①日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規 

定する休日 

②年末年始（１２月２９日から翌年の１月３日まで） 

③その他指定法人が特に必要と認める場合、本市と協議の上、設定した日 

（９）教育・保育時間等は、次の時間を基本とし、本市と協議の上、設定すること。 

①１号認定子ども（教育認定） 

ア 教育標準時間 

午前８時３０分から午後２時３０分まで（給食時間を含む４時間以上） 

②２号、３号認定子ども（保育認定） 

ア 保育標準時間 午前７時３０分から午後６時３０分まで 

イ 保育短時間  午前８時３０分から午後４時３０分まで 

ウ 延長保育 

（ア）保育標準時間 午後６時３０分から午後７時３０分まで 

（イ）保育短時間  午前７時３０分から午前８時３０分まで 

午後４時３０分から午後６時３０分まで 

③留意事項 

ア いずれの認定においても、教育標準時間は学級を編成して教育・保育を行

うこと。 

イ 延長保育の利用料金については、本市と事前に協議の上、決定すること。 

 

４．職員配置 

（１）園長 

０歳児から５歳児までを対象とした、認可保育所又は認定こども園において３

年以上園長又は副園長・主任等の幹部職員としての経験を有し、かつ、就学前の

子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則（平成

２６年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第２号。以下「認定こども園法施行規

則」という。）第１２条に規定する幼保連携型認定こども園の園長の資格を有す

るものを専任で１名置くこと。 

（２）保育教諭 

県条例第４条を遵守すること。ただし、配置基準に改定があった場合には、そ

の基準も満たすものとする。 
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（３）副園長又は教頭を配置するよう努めること。 

（４）事務職員を配置するよう努めること。 

（５）特別支援に係る関係機関との連携や調整を図る、特別支援教育コーディネータ

ーの役割を担う職員を配置すること。ただし兼任でも可能とする。 

（６）保健師又は看護師を配置するよう努めること。ただし、准看護師しか配置でき

ない場合若しくは保健師又は看護師を配置できない場合は、実際の現場対応につ

いて、本市と十分に協議すること。 

（７）栄養士の配置に努め、園児の栄養の指導及び管理に努めること。 

（８）調理員を配置すること。ただし、調理業務の全部を委託する場合は置かないこ

とができる。 

（９）園医、園歯科医、園薬剤師を置くこと。ただし、嘱託でも可能とする。 

（10）在園児の環境変化への対応や継続した保育・教育の引継ぎ等を行うため、現施

設勤務の会計年度任用職員等が移管後も引き続き就労を希望する場合は、その採

用について配慮すること。 

（11）その他の人員（用務員や警備員等）を必要に応じて配置し、その他施設型給付

として加算額の対象となる人員の配置については、本市と事前に協議すること。 

 

５．職員の研修等に関すること 

（１）業務に従事する職員の資質向上を図るため、教育・保育等に関する必要な研修

を行うこと。 

（２）園長は、本市が主催する園長会等に参加し、情報共有を図ること。 

（３）園長は、保育教諭等を対象とする研修や職員のキャリアアップにつながる研修

等に参加できる体制づくりに努めること。 

（４）県や市主催の研修会等に出席するよう努めることとし、その他、必要に応じて

会議等に出席すること。 

 

６．公私連携一色こども園の不動産及び物品の取扱い 

公私連携一色こども園は、現施設の土地、建物、構造物、遊具その他附帯設備 （以

下「土地等」という。）及び物品を活用し、運営するものとする。なお、現施設の

土地等については、令和１０年３月３１日まで本市が現施設の運営に使用する。た

だし、指定法人が公私連携一色こども園を設置するために土地等を使用する場合は、

現施設の運営に支障をきたさない範囲において、本市と指定法人が協議により、本

市が一時使用を許可する。 

（１）土地等について 

土地等は、認定こども園法第３４条第４項並びに瑞浪市財産の交換、譲与、無
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償貸付等に関する条例（昭和３９年条例第９号）第４条第１項及び第６条第１項

並びに第７条の規定を適用し、次のとおり取り扱う予定である。 

①土地は、本市が所有し、協定期間中、現状有姿で指定法人に無償で貸し付ける

旨の契約を別途締結する。なお、協定期間終了日の翌日以降における土地の賃

料の取扱いについては、本市と指定法人が協議の上、改めて契約で定めるもの

とする。 

②建物、構造物、遊具その他附帯設備（以下「建物等」という。）は、現状有姿

で、指定法人に無償譲渡する旨の契約を別途締結する。ただし、無償譲渡にあ

たっては、地方自治法 （昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規

定により、瑞浪市議会の議決を要する。なお、建物は未登記のため、令和１０

年３月３１日までに、本市の責任において建物の表題登記及び保存登記を行う

ものとする。 

③貸与された土地及び譲渡された建物等は、 「１．指定法人が実施する業務」に

掲げる業務の実施以外の目的で使用することはできない。 

④無償貸付期間中の土地及び無償譲渡後の建物等の維持、修繕、工事等は、指定

法人が費用負担し行うものとする。なお、修繕に関する補助金を利用する場合

は、指定法人において国、県及び市の補助要項等を確認の上、本市と協議する

ものとする。 

（２）物品について 

現施設で使用している物品（別紙備品一覧のとおり）は、指定法人へ無償譲渡

する。その他園運営や給食の提供に必要な備品及び消耗品等は、指定法人におい

て用意するものとする。 

 

７．保育・教育等の運営に関すること 

（１）保育・教育に関する全体的な計画について 

①瑞浪市こども計画（令和７年３月策定）に基づき、本市の公立こども園で実施

してきた保育・教育内容を承継することを基本とし、保育・教育に関する全体

的な計画を作成し、実施すること。 

②継続して在園する園児については、在園途中に運営主体や職員が変わることに

よる影響が最小限となるよう、現施設の教育課程及び指導計画との継続性に十

分な配慮を行うこと。 

③保護者をはじめ、地域の期待に応える魅力ある園運営に努めるとともに、現施

設が実践してきた地域との関わりを承継し、地域の理解を得て、更に発展させ

るよう努めること。 

（２）支援の必要な園児の受入れについて 
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①共生社会の形成に向けて、「障害者の権利に関する条約」に基づき、子どもの

多様性を尊重するインクルーシブ社会の構築のため、障がい児、その他特別な

支援を要する園児を受け入れること。また、特別支援教育コーディネーターが

中心となり関係機関と連携を図り、集団の中で生活することを通じて、全体的

な発達を促していくことを基本とした保育・教育を実施すること。 

②特別な支援を要する園児を受け入れる際には、保護者及び本市と協議のうえ、

「個別の教育支援計画や指導計画」を作成し、それに則した保育・教育を実施

すること。 

③特別な支援を要する園児数や障がいの程度に応じて、保育教諭を加配すること。 

（３）入園の決定方法について 

①公私連携一色こども園に入園する子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６

５号）第２０条第４項に規定する教育・保育給付認定子どもであって、同法第

１９条第１項第１号に該当する者（以下「１号認定こども」という。）は、指

定法人が入園を決定することができる。指定法人が１号認定こどもの入園を決

定する場合は、令和９年５月末日までその旨を市へ報告するものとする。指定

法人が１号認定こどもの入園を決定しない場合は、同法第１９条第１項第２号

又は第３号に該当する者（以下「２号・３号認定こども」という。）同様に、

本市で利用調整を行うものとする。 

②公私連携一色こども園に入園する子ども・子育て支援法第２０条第４項に規定

する教育・保育給付認定子どもであって、２号・３号認定こどもは、本市で利

用調整を行う。 

（４）広域入所児童の保育について 

広域入所児童の入所に係る承諾は、指定法人と協議の上、本市が行う。 

（５）行事について 

保護者の宗教活動の多様性に配慮し、宗教的な行事・行為は行わないこと。た

だし、クリスマス会など世間一般に浸透している行事まで制限するものではない。 

（６）関係機関との連携等 

①市内の就学前施設・小学校と円滑な連携を図ること。特に、瑞浪市立瑞浪小学

校と密に連携し、行事等の実施にも努めること。 

②特別な支援を要する園児・保護者への対応については、特別支援教育コーディ

ネーターが中心となり、本市やその他関係機関との連携を図りながら支援を行

うこと。 

（７）その他の事項 

①園の運営にあたっては、国籍、信条、社会的身分、経済的状況、発達の程度、

支援の必要性等を理由に不当な取扱いをしないこと。ただし、施設の設備等や
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むを得ない理由により園児の入所が困難と思われる場合については、本市と十

分に協議したうえで判断するものとする。 

②安定的・継続的な運営を図るため、常に保育・教育内容の向上に努めること。 

③施設の適切な管理・運営に努めるとともに、地域住民と良好な関係を保つこと。

また、地域等と連携し、行事等の相互協力に努めること。 

④本市が行う幼児教育・保育行政・特別支援教育等に関する研修や行事等へ参加

すること。 

⑤保護者をはじめ、地域に開かれた園を目指し、地域貢献及び地域交流の取り組

みを行うものとし、利用者に選択される魅力ある園づくりに取り組むこと。 

 

８．給食について 

（１）原則として、開園日は毎日、全園児に給食を提供することとし、調理は公私連

携一色こども園内で行うこと。 

（２）必要な栄養量を摂取できる給食を、安全・安心に提供すること。 

（３）「児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用した食事計画について」「保

育所における食事の提供ガイドライン」  「保育所等における給食の手引き」  「保

育所におけるアレルギー対応ガイドライン」等に基づき、園児の発育・発達に応

じた食事を提供するとともに、体調や食物アレルギーに対する代替食・除去食の

実施など個別の案件にも十分な配慮を行うこと。また、食事をする際に、特別な

支援を要する園児については、個々の機能に合わせた食形態の提供について保護

者等と十分に協議し実施すること。 

（４）地産地消の取り組みや安全・安心な食材を確保し、園児や保護者に対し、給食

に関する情報の提供を行うこと。 

（５）園児の年齢や成長に応じた食育計画を策定し、食育の推進を図ること。 

 

９．健康診断 

（１）指定法人は、学校保健安全法 （昭和３３年法律第５６号）の規定に準じて、園

児の健康診断を実施すること。また、健康診断の検査項目については、学校保健

安全法施行規則 （昭和３３年文部省令第１８号）第６条において規定する児童生

徒等の健康診断の検査項目に準じて実施すること。  

（２）職員の健康診断は少なくとも年１回実施し、給食調理に携わる者は、毎月細菌

検査を行うこと。 

 

１０．運営経費等 

（１）施設型給付費 
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①施設型給付費 

子ども・子育て支援法第２７条第３項に基づき算出した額を指定法人に支出する。 

②加算額 

人員の配置及び実施状況等に応じて加算する。 

（２）運営事業費補助金 

一時預かり事業や延長保育事業等の特別保育事業の実施に対しては、瑞浪市私

立認可保育園等運営補助金交付要綱（平成３０年告示第８８号）に基づき補助金

を交付する。なお、利用者負担額は、指定法人が利用者から徴収する。 

（３）その他の費用 

保育・教育の質の向上のために必要な経費及び行事費等、保護者が負担する費

用の徴収に関しては、あらかじめ保護者に対し市条例第５条に規定する重要事項

を記した文書を交付のうえ説明を行い、その同意を得ること。 

移行前に実施していなかった保育サービスを提供するなどの理由で、新たに保

護者に負担を求める場合（保護者が希望するサービスを提供する場合を除く。）

は、三者協議会で協議し同意を得ること。 

 

１１．移行準備に関すること 

（１）保護者説明会等 

①本市が開催する保護者説明会等への出席の要請があれば、指定法人として責任

をもって対応できる者を出席させること。 

②保護者や地域等から説明会開催の要望があった場合は、誠意をもって対応する

こと。 

（２）引継ぎ職員の確保 

①指定法人は、保育・教育の内容及び管理運営業務の円滑な引継ぎのため、園長

予定者、保育教諭等、移行前に引継ぎを受ける職員（以下この項において「引

継ぎ職員」という。）を確保し、現施設の行事や運営、保育・教育に参画する

などし、引継ぎを受けるものとする。詳細な引継ぎ方法については、本市と指

定法人で協議する。 

②引継ぎ職員は、移行後の公私連携一色こども園に勤務し、職務に従事すること。 

③引継ぎ職員を確保する期間は、令和９年４月１日から令和１０年３月３１日ま

での期間のうち、本市と協議して定めることとし、引継ぎ職員の確保に係る経

費及び人件費等の経費は、原則、指定法人が負担すること。 

（３）三者協議会 

覚書締結後、円滑な引継ぎ及び新しい園に係る問題点等を改善するため保護者、

指定法人、本市で構成する三者協議会を設置・開催し、保護者の声を真摯に受け
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止め対応し、円滑な運営に努めること。 

また、移管後についても定期的に三者協議会を開催し、より良い保育・教育を

実施するため、協議の場を設けるとともに、新たに取組むことや変更が生じると

きは必ず協議し、問題が生じた場合は、本市の指導に従い改善すること。 

なお、三者協議会は、いずれか一者の申し出により開催することとする。 

 

１２．個人情報保護、苦情解決、第三者評価 

（１）個人情報の取扱い 

個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

第５７号）の規定を遵守するとともに、指定法人が定める規程等に基づき適切な

管理を行わなければならない。 

（２）守秘義務及び苦情解決 

指定法人は、県条例第１２条において読み替えられる岐阜県児童福祉施設の設

備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年岐阜県条例第９０号）第１９

条及び第２０条の規定に基づき、必要な措置を講じるものとする。 

（３）第三者評価等 

施設の管理運営や提供する保育サービスについて自己評価を実施するとともに、

認定こども園法施行規則第２５条に規定する第三者評価の受審に努めるものとす

る。 

 

１３．報告・評価等 

（１）保育・教育計画の提出 

市条例第３４条第２項第１号に規定する計画を作成し、各実施年度の前年度１

月末までに市長に提出するものとする。 

（２）実績報告の提出 

社会福祉法人にあっては社会福祉法第５９条に基づき所轄庁に届け出ることと

されている書類のうち、貸借対照表及び収支計算書、事業報告並びにこれらの附

属明細書を、学校法人にあっては私立学校法第１０３条第２項に基づく貸借対照

表及び収支計算書、事業報告書並びにこれらの附属明細書を毎会計年度終了後３

か月以内に市長へ提出するものとする。 

（３）事故及び感染症等の報告 

保育・教育等に従事する時間内に園の内外で事故が発生した場合や感染症等が

発生した場合は、速やかに本市及び関係機関へ報告すること。 

（４）帳簿等の保管 

指定法人は、管理・運営業務にかかる経費内容を明らかにした帳簿を備え、か
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つ証拠書類を整備し当該年度経過後５年間は、これを保存すること。 

（５）調査及び指導 

協定に基づき、公私連携一色こども園の管理・運営の適正を期するため、市長

は、指定法人に対してその管理・運営及び経理の状況について定期又は必要に応

じて報告を求め、若しくは調査し、必要な指導を行うものとする。指定法人は、

当該指導又は助言に従い、必要な改善を実施すること。 

 

１４．その他 

（１）保険 

指定法人は、公私連携一色こども園の管理・運営業務を行うに当たり、指定法

人の負担において必要な保険に加入するものとする。 

（２）損害等 

①公私連携一色こども園の管理・運営業務を行うに当たり、指定法人に生じた損

害は、本市の責めに帰する理由による場合を除き、指定法人の負担とする。 

②公私連携一色こども園の管理・運営業務を行うに当たり、指定法人が第三者に

及ぼした損害は、本市の責めに帰する理由による場合を除き、指定法人の負担

においてその賠償を行うものとする。 

（３）安全・危機管理体制の整備 

指定法人は、法令等に基づき、職員の防災教育や災害発生時の安全かつ迅速な

避難誘導体制の確立、各種マニュアルの整備など、災害・事故への対策を行い、

総合的な安全・危機管理体制を整備すること。 

（４）市長は、指定法人がこの運営条件に記載された事項について重大な違背行為が

あったと認めるとき、岐阜県の指導監査等での指摘事項を是正しようとしないと

き、又はその他の事情により適正な保育・教育事業の実施が困難と認めるときは、

公私連携法人の指定を取り消すことができる。 

（５）指定法人は、公私連携一色こども園の運営について、やむを得ない事情により

事業の継続が困難であると判断し、廃止しようとするときは、少なくとも契約解

除の１年前には本市と協議を始めること。 

（６）上記(４)、(５)の規定若しくはその他の事情により公私連携一色こども園の運

営ができなくなった場合は、土地を指定法人の負担と責任において原状に回復し

たうえ、本市に返還しなければならない。ただし、本市が原状に回復する必要が

ないと認めたときは、現状のまま返還することができるものとする。土地が返還

される際には、建物等も同様に市へ無償譲渡するものとし、無償譲渡に係る費用

（所有権移転登記費用を含む。）については、指定法人が負担するものとする。 

（７）この条件に定めのない事項については、本市と指定法人が協議し定める。 


